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１．要 旨 

（１）改正理由 

公告式の方法を掲示場への掲示から、原則としてインターネットの利用に変更するため、

条例の一部を改正する。 

 

（２）主な内容 

・条例、規則の公布及び規程の公表は、原則インターネットを利用する規定に改める。これ

により難い場合は従来どおりの掲示場への掲示を行う。（改正後の第２条、第３条、第４条） 

・規則の公布は、署名から記入とする規定に改める。（改正後の第３条） 

・規則の公布及び規程の公表を掲示場にて行う場合は、市長印、市の機関印又は代表者印を

押す規定に改める。（改正後の第３条、第４条） 

 

（３）附則 

・施行日 

  令和８年５月２１日 

・条例改正 

  東大和市税条例の一部改正 

  東大和市後期高齢者医療に関する条例の一部改正 

  東大和市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

総務課による事前審査済み。 

 

 ３．留意事項（問題点等） 

 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

  令和８年第１回東大和市議会定例会に議案として提出したい。 

 ５．審議結果 

 決定 

  


